
 

 

 

ちば電子調達システム利用規約 

 

（趣旨） 

第１条 本規約は、ちば電子調達システム（以下「調達システム」といいます。）

の利用者にとって必要な事項を定めるものです。 

２ 各サブシステムの内容に応じた事項については、次条第５号に定める運用

基準によるものとします。 

 

（用語の定義） 

第２条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。 

（１）ちば電子調達システム 

千葉県（以下「県」といいます。）並びに県内の市町村、一部事務組合及

び広域連合（以下「県内市町村等」という。）が共同で運営する入札参加

資格審査申請や電子入札を行うためのシステムをいいます。 

（２）協議会 

県及び県内市町村等で構成し、本サービスを運営する千葉県電子自治体

共同運営協議会をいいます。 

（３）利用団体 

調達システムを利用する、協議会の会員である県及び県内市町村等をい

います。 

（４）サービス提供事業者 

協議会と契約した、調達システムの保守等を行う事業者をいいます。 

（５）運用基準 

協議会が、サブシステムごとに定めるシステム運用のための基準をいい

ます。入札参加資格申請システム運用基準、電子入札システム運用基準、

入札情報サービス運用基準の３つの基準によって構成されます。 

（６）個別基準 

利用団体が個別に定める、調達システムの運用に関する基準をいいます。 

（７）入札参加資格申請システム 

調達システムのサブシステムとして、入札参加資格に関する申請及び審

査等を行うシステムをいいます。 

（８）電子入札システム 

調達システムのサブシステムとして、入札手続を行うシステムをいいま

す。 

（９）入札情報サービス 

調達システムのサブシステムとして、入札関係情報を入手することがで

きるシステムをいいます。 

（１０）利用者 



 

 

調達システムを利用する利用団体以外の個人、法人及び団体をいいます。 

（１１）利用者番号 

利用者が、調達システムを利用するために使用する利用者固有の番号を

いいます。 

（１２）パスワード 

利用者を特定する際のセキュリティ確保を目的として、利用者が管理す

る暗証符号をいいます。 

（１３）利用者番号入手用メールアドレス 

利用者が、利用者番号を入手するにあたって使用するメールアドレスを

いいます。 

（１４）ＩＣカード 

財団法人日本建設情報総合センターの電子入札コアシステム対応認証局

が発行した、電子的な証明書を格納しているカードをいいます。 

（１５）サポートデスク 

利用者からの調達システム利用上の問い合わせの受付及び回答を行う機

能です。 

（１６）共通書類 

利用者が資格申請システムによって、入札参加資格申請を行う場合に協

議会に提出する書類のうち、協議会が管理する書類をいいます。 

（１７）個別書類 

利用者が資格申請システムによって、入札参加資格申請を行う場合に協

議会に提出する書類のうち、利用団体が管理する書類をいいます。 

（１８）利用者情報 

利用者番号及びパスワードを入手するために、利用者番号入手用メール

アドレスに基づいて入力する利用者の情報をいいます。 

（１９）共通利用情報 

利用者が資格申請システムを通じて申請した情報のうち、利用団体が共

通で利用する情報をいいます。なお、利用者情報を含むものとします。 

（２０）アクセスログ情報 

利用者が調達システムを利用した時に調達システムに記録される、ＩＰ

アドレス、ブラウザの種類、ドメイン名、アクセス時間等の情報のことで

す。 

（２１）受注者ポータルページ 

調達システムへの入り口となるウェブサイトをいいます。アドレスは

https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/です。 

（２２）電子入札コアシステム 

国土交通省の電子入札システムをベースに開発された、複数の公共発注

機関に適用可能な電子入札システムの基幹部分を構成するソフトウェアの



 

 

ことです。 

（２３）平日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から１月３日

までを除いた、月曜日から金曜日。 

 

（規約への同意） 

第３条 調達システムを利用するには、本規約及び運用基準（以下「本規約等」

といいます。）に同意していだだく必要があり、本規約等に同意することが出

来ない場合は、調達システムをご利用いただくことはできません。なお、調

達システムを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 

 

（調達システムの運営） 

第４条 調達システムは、協議会に参加する団体の総意のもとに、協議会が運

営します。 

 

（調達システムの内容） 

第５条 利用者は次に掲げる３つのサブシステムから構成される調達システム

を利用するものとします。 

（１）入札参加資格申請システム 

（２）電子入札システム 

（３）入札情報サービス 

 

（利用者の責任） 

第６条 利用者は自己の責任と判断に基づき、調達システムを利用し、利用に

よって生じる各種情報を管理するものとします。 

２ 利用者は、調達システムを利用するために必要な機器及び環境をすべて自

己の責任と負担において準備し、それらの管理を自己の責任において行うも

のとします。 

３ 利用者は、調達システムの利用に際して、使用する機器についてセキュリ

ティ対策に努めるものとします。 

４ 利用者は、調達システムの機能を用いて電子ファイルを登録する場合は、

必ず事前にウィルスチェックを行うものとします。ウィルスチェックに使用

するアプリケーションの種類は指定しませんが、常に最新のパターンファイ

ルを適用することとします。 

 

（情報の管理責任） 

第７条 協議会は次に掲げる事項について管理責任を負います。 

（１）共通利用情報 



 

 

（２）利用者番号 

（３）パスワード 

（４）利用者番号入手用メールアドレス 

（５）共通書類 

（６）利用団体に送付される前の個別書類 

２ 利用団体は次に掲げる事項について管理責任を負います。 

（１）共通利用情報を除く、利用者から当該利用団体に申請された情報 

（２）利用団体に送付された後の個別書類 

 

（個人情報の保護） 

第８条 協議会及びサービス提供事業者は個人情報保護法及び別に定める個人

情報保護指針に基づき、利用団体は個人情報保護法及び別に定める個人情報

の保護に関する法律施行条例に基づき、利用者に関する個人情報について適

切に保護します。法令・例規等で定める場合を除き、個人情報の目的外利用

を行うことは一切ありません。 

２ 協議会、利用団体及びサービス提供事業者（以下、協議会、利用団体及び

サービス提供事業者を「協議会等」といいます。）は、調達システムの運用、

利用者の利便性の向上を目的に個人情報を収集し利用します。なお、アクセ

スログ情報については、調達システムの運営、保守管理のために使用し、法

令・例規等で定める場合を除き、それ以外の目的で使用することは一切あり

ません。 

３ 調達システムの情報のうち、共通利用情報に含まれる個人情報及びそれに

伴うアクセスログ情報については、協議会が管理責任を負います。また、調

達システムの情報のうち、協議会が管理責任を負わない個人情報及びそれに

伴うアクセスログ情報については、利用団体が管理責任を負います。 

４ 利用者が、調達システムを利用して協議会及び利用団体との間で送受信す

る個人情報は、データの暗号化によって保護されます。 

５ 協議会等は、法令で定める場合を除き、あらかじめ利用者の同意を得るこ

となく、収集した個人情報を第三者に提供することは一切ありません。 

 

 

（取得情報の管理） 

第９条 協議会等は、調達システムにより利用者から取得した情報について、

善良な管理者の注意義務をもって管理を行います。 

２ 調達システムの運営上やむを得ない場合、利用者から取得した情報につい

て、協議会及び利用団体が必要な調査及び修正をすることがあります。 

 

 



 

 

（利用時間） 

第１０条 調達システムの利用時間は次のとおりとします。ただし、保守・点

検等のために、調達システムの一部又は全部を停止することがあります。 

（１）入札参加資格申請システム １日１６時間（８時から２４時） 

（２）電子入札システム     １日１６時間（８時から２４時） 

（３）入札情報サービス     １日２４時間 

２ 調達システムの運用停止を行う場合は、受注者ポータルページで事前にお

知らせします。ただし、調達システムの管理上必要と認める場合には、予告

なしに停止することがあります。 

 

（利用環境） 

第１１条 調達システムは、電子入札コアシステムが正常に動作する電子計算

機、ソフトウェア及び通信回線を使用し、必要な設定を行った環境で利用す

ることとします。なお、推奨環境は受注者ポータルページに掲載のとおりと

します。 

 

（システム使用可能文字） 

第１２条 調達システムにおいて使用可能な文字は、別表に掲げる使用禁止文

字を除くものとし、その他の外字、機種依存文字等の使用は不可とします。 

 

（禁止事項） 

第１３条 調達システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止し

ます。 

（１）調達システムを入札参加資格申請、電子入札に係る手続き及び入札情報

の入手以外の目的で利用すること 

（２）調達システムに対し、不正にアクセスすること 

（３）調達システムの管理及び運営を妨害すること 

（４）調達システムに対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること 

（５）他人の利用者番号、パスワード等（ＩＣカードを含む）を不正に使用す

ること 

（６）その他法令等に違反すると認められる行為をすること 

 

（利用の停止又は制限） 

第１４条 協議会及び利用団体は、利用者が前条各号のいずれかに該当する行

為を行った場合又は行ったと疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者

に対し調達システムの利用の停止又は制限等の必要な措置を行うことがあり

ます。 

 



 

 

（問い合わせ） 

第１５条 調達システムの利用上の問い合わせは、サポートデスクにより次の

とおり対応します。 

対応方法    電話 

時間      平日の午前９時から午後５時まで 

        ただし、正午から午後１時までは除きます。 

電話番号    ０４３－４４１－５５５１ 

 

（免責事項） 

第１６条 利用者は、自己の責任と判断において調達システムを適正に利用す

るものとし、そのことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与

えた損害について、協議会及び利用団体は、一切の責任を負わないものとし

ます。 

２ 協議会及び利用団体は、調達システムの運用の停止、中止、中断及び第１

４条に基づく利用制限を予告なく行うことができることとします。この場合

において発生した利用者の損害について一切の責任を負わないこととします。 

３ 調達システムの利用に当たり、ＩＣカード、利用者番号及びパスワードに

よる本人確認の手続きを行った上で、利用者本人と認められた場合は、通信

機器、ＩＣカード、利用者番号及びパスワード等の偽造、変造、盗用、不正

使用又はその他により使用者が利用者本人でなかった場合においても、その

使用によって生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、

協議会及び利用団体は、一切の責任を負わないものとします。 

 

（本規約の変更） 

第１７条 協議会及び利用団体は、必要があると認めるときは、利用者への事

前の通知を行うことなく、本規約等を変更することができるものとします。 

２ 利用者は、利用の際、本規約等を確認することとし、本規約等の変更後に

調達システムを利用した場合は、変更後の本規約等に同意したものとみなし

ます。 

 

（著作権） 

第１８条 調達システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、

改ざん、販売等の行為を禁止します。なお、調達システムに含まれているプ

ログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護さ

れています。 

 

（準拠法及び管轄） 

第１９条 本規約は日本国法に準拠するものとします。 



 

 

２ 調達システムの利用又は本規約等に関して利用者と協議会及び利用団体の

間に生ずるすべての紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

 

 

附 則 

この利用規約は、平成２３年４月１日から施行します。 

 

附 則 

この利用規約は、平成２４年４月１日から施行します。 

 

附 則 

この利用規約は、平成３０年４月１日から施行します。 

 

附 則 

この利用規約は、令和５年４月１日から施行します。 



【別表】使用禁止文字一覧 

 

 システムにおいて使用可能な文字は JIS X0208 で規定されている特殊文字、 

数字、ラテン文字、平仮名、片仮名、ギリシア文字、キリル文字、罫線素片、 

第一水準及び第二水準漢字となります。 

以下の文字はシステムで使用することができませんのでご注意ください。 

 

１．Windows 機種依存文字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 874a 874b 874c 874d 874e 874f

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 875a 875b 875c 875d 875f

⑰ ⑱ ⑲ ⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ㍉
8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 876a 876b 876c 876d 876e 876f

㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㎜
8770 8771 8772 8773 8774 8775 877e 877f

㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ ㍻ 〝
8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8788 8789 878a 878b 878c 878d 878e 878f

〟 № ㏍ ℡ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ≒
8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 879a 879b

≡ ∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ∵ ∩ ∪
ed40 ed41 ed42 ed43 ed44 ed45 ed46 ed47 ed48 ed49 ed4a ed4b ed4c ed4d ed4e ed4f

纊 褜 鍈 銈 蓜 俉 炻 昱 棈 鋹 曻 彅 丨 仡 仼 伀
ed50 ed51 ed52 ed53 ed54 ed55 ed56 ed57 ed58 ed59 ed5a ed5b ed5c ed5d ed5e ed5f

伃 伹 佖 侒 侊 侚 侔 俍 偀 倢 俿 倞 偆 偰 偂 傔
ed60 ed61 ed62 ed63 ed64 ed65 ed66 ed67 ed68 ed69 ed6a ed6b ed6c ed6d ed6e ed6f

僴 僘 兊 兤 冝 冾 凬 刕 劜 劦 勀 勛 匀 匇 匤 卲
ed70 ed71 ed72 ed73 ed74 ed75 ed76 ed77 ed78 ed79 ed7a ed7b ed7c ed7d ed7e

厓 厲 叝 﨎 咜 咊 咩 哿 喆 坙 坥 垬 埈 埇 﨏
ed80 ed81 ed82 ed83 ed84 ed85 ed86 ed87 ed88 ed89 ed8a ed8b ed8c ed8d ed8e ed8f

塚 增 墲 夋 奓 奛 奝 奣 妤 妺 孖 寀 甯 寘 寬 尞
ed90 ed91 ed92 ed93 ed94 ed95 ed96 ed97 ed98 ed99 ed9a ed9b ed9c ed9d ed9e ed9f

岦 岺 峵 崧 嵓 﨑 嵂 嵭 嶸 嶹 巐 弡 弴 彧 德 忞
eda0 eda1 eda2 eda3 eda4 eda5 eda6 eda7 eda8 eda9 edaa edab edac edad edae edaf

恝 悅 悊 惞 惕 愠 惲 愑 愷 愰 憘 戓 抦 揵 摠 撝
edb0 edb1 edb2 edb3 edb4 edb5 edb6 edb7 edb8 edb9 edba edbb edbc edbd edbe edbf

擎 敎 昀 昕 昻 昉 昮 昞 昤 晥 晗 晙 晴 晳 暙 暠
edc0 edc1 edc2 edc3 edc4 edc5 edc6 edc7 edc8 edc9 edca edcb edcc edcd edce edcf

暲 暿 曺 朎 朗 杦 枻 桒 柀 栁 桄 棏 﨓 楨 﨔 榘



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．JIS X0208 で規定されているが、電子入札システム内部の「文字コード 

変換時」に問題が発生する文字 

 

 

 

 

３．半角カナ文字 

 

8160 8161 817c 8191 8192 81ca

～ ∥ － ￠ ￡ ￢

edd0 edd1 edd2 edd3 edd4 edd5 edd6 edd7 edd8 edd9 edda eddb eddc eddd edde eddf

槢 樰 橫 橆 橳 橾 櫢 櫤 毖 氿 汜 沆 汯 泚 洄 涇
ede0 ede1 ede2 ede3 ede4 ede5 ede6 ede7 ede8 ede9 edea edeb edec eded edee edef

浯 涖 涬 淏 淸 淲 淼 渹 湜 渧 渼 溿 澈 澵 濵 瀅
edf0 edf1 edf2 edf3 edf4 edf5 edf6 edf7 edf8 edf9 edfa edfb edfc

瀇 瀨 炅 炫 焏 焄 煜 煆 煇 凞 燁 燾 犱
ee40 ee41 ee42 ee43 ee44 ee45 ee46 ee47 ee48 ee49 ee4a ee4b ee4c ee4d ee4e ee4f

犾 猤 猪 獷 玽 珉 珖 珣 珒 琇 珵 琦 琪 琩 琮 瑢
ee50 ee51 ee52 ee53 ee54 ee55 ee56 ee57 ee58 ee59 ee5a ee5b ee5c ee5d ee5e ee5f

璉 璟 甁 畯 皂 皜 皞 皛 皦 益 睆 劯 砡 硎 硤 硺
ee60 ee61 ee62 ee63 ee64 ee65 ee66 ee67 ee68 ee69 ee6a ee6b ee6c ee6d ee6e ee6f

礰 礼 神 祥 禔 福 禛 竑 竧 靖 竫 箞 精 絈 絜 綷
ee70 ee71 ee72 ee73 ee74 ee75 ee76 ee77 ee78 ee79 ee7a ee7b ee7c ee7d ee7e

綠 緖 繒 罇 羡 羽 茁 荢 荿 菇 菶 葈 蒴 蕓 蕙
ee80 ee81 ee82 ee83 ee84 ee85 ee86 ee87 ee88 ee89 ee8a ee8b ee8c ee8d ee8e ee8f

蕫 﨟 薰 蘒 﨡 蠇 裵 訒 訷 詹 誧 誾 諟 諸 諶 譓
ee90 ee91 ee92 ee93 ee94 ee95 ee96 ee97 ee98 ee99 ee9a ee9b ee9c ee9d ee9e ee9f

譿 賰 賴 贒 赶 﨣 軏 﨤 逸 遧 郞 都 鄕 鄧 釚 釗
eea0 eea1 eea2 eea3 eea4 eea5 eea6 eea7 eea8 eea9 eeaa eeab eeac eead eeae eeaf

釞 釭 釮 釤 釥 鈆 鈐 鈊 鈺 鉀 鈼 鉎 鉙 鉑 鈹 鉧
eeb0 eeb1 eeb2 eeb3 eeb4 eeb5 eeb6 eeb7 eeb8 eeb9 eeba eebb eebc eebd eebe eebf

銧 鉷 鉸 鋧 鋗 鋙 鋐 﨧 鋕 鋠 鋓 錥 錡 鋻 﨨 錞
eec0 eec1 eec2 eec3 eec4 eec5 eec6 eec7 eec8 eec9 eeca eecb eecc eecd eece eecf

鋿 錝 錂 鍰 鍗 鎤 鏆 鏞 鏸 鐱 鑅 鑈 閒 隆 﨩 隝
eed0 eed1 eed2 eed3 eed4 eed5 eed6 eed7 eed8 eed9 eeda eedb eedc eedd eede eedf

隯 霳 霻 靃 靍 靏 靑 靕 顗 顥 飯 飼 餧 館 馞 驎
eee0 eee1 eee2 eee3 eee4 eee5 eee6 eee7 eee8 eee9 eeea eeeb eeec eeef

髙 髜 魵 魲 鮏 鮱 鮻 鰀 鵰 鵫 鶴 鸙 黑 ⅰ
eef0 eef1 eef2 eef3 eef4 eef5 eef6 eef7 eef8 eef9 eefa eefb eefc

ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ￢ ￤ ＇ ＂



４．Windows で外字として登録する文字（SJIS 0XF040～0XF9FC に割当て 

られる文字）、及び外字エディタにて作成登録する文字 

 

５．第三水準、第四水準の漢字および記号類（JIS X0213） 

伃、 、☎などの日常的に使われることのない漢字や記号類。全 4344 文字。 

※該当文字の一覧は以下の手順を参照 

 （１）JISC 日本工業標準調査会を参照 

    ・ホームページアドレス  http://www.jisc.go.jp/ 

 （２）画面右の「JIS 検索」から規格番号[JISX0213]で検索 

 （３）検索結果に表示される X0213_09（PDF ファイル：9626KB)を参照 

    ・第三水準 p.141 

    ・第四水準 p.202 

 

６．補助漢字（JIS X0212） 

丒、鵼、Æ などの日常的に使われることのない漢字や記号類。全 6067 文字。 

※該当文字の一覧は以下の手順を参照 

 （１）JISC 日本工業標準調査会を参照 

    ・ホームページアドレス  http://www.jisc.go.jp/ 

 （２）画面右の「JIS 検索」から規格番号[X0212]で検索 

 （３）検索結果に表示される X0212_01（PDF ファイル：6541KB）を参照 

 


